『やまがた社会貢献基金』制度
今年４月より山形県の『やまがた社会貢献基金』制度がスタート致しました。この制度に当工房を含む４６のNPO法人及び団体が企業並びに個人からの寄付をお願いする為、団体登録を致しております。詳しくは、山形県のホームページをご覧下さい。
（http://www.pref.yamagata.jp/kifu/）

皆様からのご支援をよろしくお願い致します。
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寄付者の方は下記の税制上の優遇措置が適用されます








企業の場合　　資本金の額に係わらず、寄付金の全額を損金算入することができます。





個人の場合　　県や市町村に対して寄付をした際、住民税の優遇措置が大幅に拡充されました。











